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議案第１号

令和７年度むつ市一般会計補正予算案

令和７年度むつ市一般会計補正予算案を提出したいので、むつ市教育委員会事務

委任規則第１条第１１号の規定により教育委員会の議決を求める。

令和８年１月２９日提出

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一

提案理由

令和７年度の学校環境改善交付金を活用して学校施設の整備を進めるため、工事

等に要する経費について補正予算計上するものである。

また、年度内の完了が見込めない各事業の経費について、繰越明許費を設定する

ものである。
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令和７年度むつ市一般会計補正予算案（総務課分）

１ 概要

財源に令和７年度学校環境改善交付金（国庫補助金）を活用して学校施設の整

備を進めるため、各事業において所要の経費を補正予算計上するほか、（仮称）

むつ市立学びの多様化学校整備事業では、継続費を廃止して繰越明許費を設定す

る。

また、先般のむつ市議会第２６６回定例会及び第１７０回臨時会にて可決され

た小中学校災害復旧事業についても、年度内に完了が見込めないため繰越明許費

を設定する。

２ 対象

①小学校環境整備事業（トイレ洋式化：第三田名部小学校、大湊小学校）

②中学校環境整備事業（トイレ洋式化：大畑中学校）

③（仮称）むつ市立学びの多様化学校整備事業

④小学校災害復旧事業（大湊小学校、大平小学校、大畑小学校）

⑤中学校災害復旧事業（田名部中学校、大湊中学校、大畑中学校、川内中学校）

※④⑤は繰越明許費の設定のみ

３ 事業スケジュール

令和８年３月 補正予算に係る議会提案

①②小中学校環境整備事業（トイレ洋式化）

令和８年４月 工事請負契約

令和９年３月 完了見込

③ （仮称）むつ市立学びの多様化学校整備事業

令和８年５月 設計委託完了

令和８年６月 工事監理、工事請負業務契約

令和９年２月 完了見込

④⑤小中学校災害復旧事業

令和８年５月 設計委託完了

令和８年６月 工事請負業務契約

令和９年３月 完了見込

-2-



４ 補正予算案

①小学校環境整備事業（トイレ洋式化：第三田名部小学校、大湊小学校）

歳出見積額 工事請負費 ６３，９１０千円

歳入見積額 学校施設環境改善交付金 ２０，６７８千円

学校教育施設等整備事業債 ４３，２００千円

一般財源 ３２千円

②中学校環境整備事業（トイレ洋式化：大畑中学校）

歳出見積額 工事請負費 ８１，８０７千円

歳入見積額 学校施設環境改善交付金 ２５，６３５千円

学校教育施設等整備事業債 ５６，１００千円

一般財源 ７２千円

③（仮称）むつ市立学びの多様化学校整備事業

歳出見積額 委託料、工事請負費 ２２６，０２７千円

歳入見積額 学校施設環境改善交付金 ７８，２０３千円

学校教育施設等整備事業債 １４７，８００千円

一般財源 ２４千円

５ 繰越明許費を設定する事業及び額

①小学校環境整備事業（トイレ洋式化：第三田名部小学校、大湊小学校）

歳出繰越額 工事請負費 ６３，９１０千円

歳入繰越額 学校施設環境改善交付金 ２０，６７８千円

学校教育施設等整備事業債 ４３，２００千円

一般財源 ３２千円

②中学校環境整備事業（トイレ洋式化：大畑中学校）

歳出繰越額 工事請負費 ８１，８０７千円

歳入繰越額 学校施設環境改善交付金 ２５，６３５千円

学校教育施設等整備事業債 ５６，１００千円

一般財源 ７２千円

③（仮称）むつ市立学びの多様化学校整備事業

歳出繰越額 委託料、工事請負費 ２４８，２７０千円

歳入繰越額 学校施設環境改善交付金 ７８，２０３千円

学校教育施設等整備事業債 １６４，４００千円

一般財源 ５，６６７千円
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④小学校災害復旧事業（大湊小学校、大平小学校、大畑小学校）

歳出繰越額 委託料 ２，３９６千円

歳入繰越額 災害復旧事業債 ２，３００千円

一般財源 ９６千円

⑤中学校災害復旧事業（田名部中学校、大湊中学校、大畑中学校、川内中学校）

歳出繰越額 委託料 ２，９３６千円

歳入繰越額 災害復旧事業債 ２，９００千円

一般財源 ３６千円
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議案第２号

むつ市下北自然の家条例を廃止する条例

むつ市下北自然の家条例を廃止したいので、むつ市教育委員会事務委任規則第１

条第１１号の規定により教育委員会の議決を求める。

令和８年１月２９日提出

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一

提案理由

本案は、本年３月３１日をもってむつ市下北自然の家を廃止するためのものであ

る。
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むつ市下北自然の家条例を廃止する条例

むつ市下北自然の家条例（平成１９年むつ市条例第４５号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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報告第１号

むつ市議会第２６６回定例会報告

会期：１２月２日（火）～１２月１９日（金）

１．一般質問 １２月８日（月）～１１日（木）

質 問 者 ２番 工 藤 祥 子 議員

質 問 事 項：２．郷土芸能の継承について

(1) 「むつ市伝統行事及び民俗芸能の継承発展に関する条例」にお

ける「市の役割」とは

質問の要点：① 市内の民俗芸能団体の団体数は

② どのような支援をしているのか

③ 支援実績は

【答弁概略】

２．郷土芸能の継承について

(1)「むつ市伝統行事及び民俗芸能の継承発展に関する条例」における「市の役

割」とは

本条例は令和６年３月１５日に制定され、むつ市に伝わる伝統行事及び民俗芸

能の継承発展についての基本理念を掲げるとともに市、民俗芸能団体等、市民及

び事業者それぞれが果たすべき役割が規定されております。

教育委員会といたしましては、本条例に定める市の役割に基づき、伝統行事及

び民俗芸能の継承発展、活動の環境整備、情報発信及び広報に努めております。

今後におきましても、各民俗芸能団体、市民の皆様、そして事業者の皆様が本

条例の理念に照らし合わせた活動に取り組んでいただけるよう支援してまいりま

すので御理解を賜りたいと存じます。

（再質問）市内の民俗芸能団体の団体数は。

教育委員会として把握している団体は、現在５９団体となります。

（再質問）支援実績の具体について伺う。

支援実績につきましては、文化庁補助金のほか、財団法人の補助金について周

知しており、この活用実績は、令和６年度は７団体、令和７年度は８団体となっ

ております。補助の主な内容といたしましては、伝統文化親子教室にかかる開催

費用や衣装（浴衣）の新調、襦袢修理、見送り幕の房、太鼓等や提灯の修理等に

なっております。また、文化庁の補助金につきましては、令和６年度は１１月に

説明会を開催しており、その際、市が把握しております５２の民俗芸能団体等の

うち、活動継続中の３５団体に直接御案内を差し上げております。
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（再質問）今後の方向性について伺う。

引き続き、条例や補助金にかかる周知のほか、申請手続きへの説明業務や進達

業務を続けてまいります。また、今年度８月から９月にかけて、伝統行事及び伝

統芸能団体様を対象にアンケート調査を行っておりますので、今後は、その結果

も踏まえての支援を検討してまいりますので御理解を賜りたいと存じます。

質 問 者 ５番 杉 浦 弘 樹 議員

質 問 事 項：１．社会教育施設及び社会体育施設の機能の充実について

(1) 地域における公民館や図書館、体育館といった施設でのWi-Fi

の設置状況と今後の整備計画について

質問の要点：① こどもから高齢者まで利用する社会教育施設及び社会体育施設

にWi-Fiの環境を整えてほしい

【答弁概略】

１．社会教育施設及び社会体育施設の機能の充実について

① こどもから高齢者まで利用する社会教育施設及び社会体育施設にWi-Fiの環

境を整えてほしい

Wi-Fiの設置状況についてでありますが、図書館では全館で利用可能となって

おり、中央公民館では展示ホールにおいて利用が可能となっております。

次に、川内公民館、大畑公民館及び脇野沢公民館につきましては、Wi-Fiの設

置はございませんが、これまで利用者からの御要望もなかったことから、本年度

においても設置の予定はございません。

一方、教育委員会では、長期休業中におけるタブレット端末を活用した児童生

徒への学習支援を目的に、一時的に公共施設へのWi-Fiルーター設置を行ってお

ります。

具体的には、夏休み、冬休み、春休みの期間、各公民館、図書館のほか、むつ

来さまい館、下北文化会館２階のコミュニティラウンジに学校からWi-Fiルータ

ーを借りて設置し、タブレット端末の設定を変更することなく学習できる環境を

整えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。

（再質問）脇野沢中学校の生徒からWi-Fi設置の要望があるが、設置する考えは

ないか。

要望があったとの御指摘ですので、利用者のニーズを御確認させていただきな

がら検討してまいりたいと考えております。

その際は、他の公民館の状況なども確認し、全体として判断してまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。

質 問 者 １０番 村 中 浩 明 議員

質 問 事 項：２．重要文化財の保存と常設展示場について

(1) 縄文遺跡の現状について

(2) 常設展示場の整備と今後の見通しについて

質問の要点：① 現在、二枚橋２遺跡からの出土品はどのように管理・保存され
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ているのか。

② これまでの市民に対する公開実績があれば、期間や内容を伺う。

③ 二枚橋２遺跡の文化財的価値をどのように保存・活用・発信し

ていく方針なのか、今後の見通しについて

④ 今後の常設展示場の整備についてどのように考えているのか伺

う。

【答弁概略】

２．重要文化財の保存と常設展示場について

① 現在、二枚橋２遺跡からの出土品はどのように管理・保存されているのか。

② これまでの市民に対する公開実績があれば、期間や内容を伺う。

むつ市大畑町二枚橋２遺跡から出土した縄文晩期を主体とする遺物である重要

文化財二枚橋２遺跡出土品１，３０８点は、むつ市文化財収蔵庫の一室を改修し、

温度差や直射日光及びカビなどからの影響を受けないよう慎重に管理・保存して

おります。

また、指定収蔵品の公開につきましては、近年では令和４年９月１７日と１８

日の両日、青森県埋蔵文化財調査センターとの共催により、むつ来さまい館で開

催した「地元の縄文再発見フェア」において、土面全１９点等を出品しておりま

す。今年度７月１８日から２０日までの３日間、「令和７年度特別企画むつ市文

化財収蔵庫期間限定公開」をむつ市文化財収蔵庫にて開催しております。

③ 二枚橋２遺跡の文化財的価値をどのように保存・活用・発信していく方針な

のか、今後の見通しについて

④ 今後の常設展示場の整備についてどのように考えているのか伺う。

二枚橋２遺跡出土品は、一遺跡から発見された土面数としては全国最多である

など、他地域では例のない特徴があり、その価値を広く発信してまいりたいと考

えております。

一方、常設展示場の整備につきましては、相応の事業費が見込まれることから、

今後の財政状況を勘案しながらの検討が必要であり、長年の課題となっておりま

す。教育委員会といたしましては、当市が所蔵するものと同様の文化財を展示、

収蔵している他地域の施設の視察や文化財収蔵庫に収蔵しております未整理収蔵

品の調査、整理、データベース化等を行いつつ、常設展示場の整備について、引

き続き調査研究に努めてまいりますので御理解を賜りたいと存じます。

（再質問）参加した市民の声や意見はどのようなものだったか。

今後の公開予定はどのように考えているか。

今年度７月１８日から２０日開催しました「令和７年度特別企画むつ市文化財

収蔵庫期間限定公開」において、見学された皆様からのアンケート結果では、「満

足した」という声とともに、「貴重な文化財を間近で見学でき大変感動した」「職

員の説明が丁寧で非常によかった」「今後もこのような公開展示をお願いしたい」

などの好評をいただいておりました。このことから、次年度以降におきましても

可能な範囲で収蔵品の公開展示を継続してまいりたいと存じます。
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（再質問）重要文化財の保存修理の現状について伺う。

平成２４年９月に当市大畑町の二枚橋２遺跡から見つかった遺物１，３０８点

が国の重要文化財に指定されております。その内、３２０点につきましては、経

年劣化による接合部分等の修復を行っております。現在の修復の進捗率は７３％

で２３５点については修復済みであり、残り８５点については令和１２年度まで

の計画で修復してまいります。

（再質問）市民や児童・生徒が直接触れる機会は少なく限られている。市として

これらの文化財を活用した展示、特にこども達に対して、学校教育との

連携など、地域住民への波及効果を固める取組を検討しているのか。ま

たどのように考えているのか伺う。

現在、むつ市文化財収蔵庫は公開施設とはなっておりませんが、事前にお問い

合わせいただければ、御希望の日程で見学できるよう可能な限り対応させていた

だいております。また、青森県埋蔵文化財調査センターが作成された教材「あお

もり縄文遺物セット」の貸出も行っており、学校における社会や図工、美術の授

業等で活用いただけるよう案内しております。今後も可能な限り学校教育との連

携に努めてまいります。

（再質問）出土品の常設展示場の整備に対する市の考え。青森市の小牧野遺跡や

七戸町の二ツ森貝塚のように、廃校施設を活用した展示保存拠点の整備

の可能性について伺う。

常設展示場の整備については、廃校施設の利活用も可能性のひとつとして考え

ており、令和５年度から廃校施設を利活用した展示施設を視察してまいりました。

これまでに五戸町の「ごのへ郷土館」、青森市の「小牧野遺跡保護センター」、

岩手県久慈市の「歴史民俗資料室」や七戸町の「二ツ森貝塚」、外ヶ浜町の「大

平山元遺跡ガイダンス施設」等を視察しておりますが、施設の大きさや目的で事

業費はそれぞれですが、共通している課題は、紫外線の遮断、一定温度・湿度を

保つための空調の問題など、文化財の劣化を早める原因を防ぐための改修費用が

大変高額になるということでした。

また、市内の廃校となった施設につきましては、立地場所や施設の老朽化など

課題が多く、改修費も高額となることが予想され、展示施設への転用にはハード

ルが高いと認識しております。

教育委員会といたしましても、常設展示場の必要性は十分理解しており、廃校

施設に限らず、引き続き調査研究に努めてまいりますので御理解を賜りたいと存

じます。

質 問 者 ６番 櫻 田 秀 夫 議員

質 問 事 項：２．こども基本法に基づく「こどもの意見反映」の市としての姿勢

と方針について

(1) こども基本法第１１条に基づく「意見表明の権利」への理解と

現状について（国が推進するこども・若者参画の理念を市として

どう捉えるのか）
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（再質問）先日行われた、こども議会を終えて、率直な感想を伺う。

むつ市こども議会は、市内の小・中学生が議会での体験を通して、市政と市議

会の活動を理解するとともに、次代を担う市民としての自覚を深めることを目的

として実施しております。

本年度のこども議会では、第一部は「むつ市中学生いじめ防止宣言書」の制定

に向けた話し合いが行われました。制定された宣言書はホスト校からの提案をも

とに当日まで各中学校で検討を重ねたものであり、こども議員は当日の話し合い

を含め宣言書の制定への取組全体を通して、いじめのない学校づくりの大切さを

実感する機会となりました。

また、第二部として中学生による市政全般や地域の課題についての提言をもと

に意見交流を行う「チームミーティング」を実施し、自分達の住む地域を見つめ

直し、むつ市の将来についてより深く考える機会となりました。

当日は代表者の出席でありましたが、その準備段階では各学校において十分に

議論されていることが見られ、地域を担う人材が着実に育っていることを確信で

きた１日であったと思っております。

質 問 者 １２番 佐 藤 広 政 議員

質 問 事 項：１．教育行政について

(1) 長期休暇期間の統一について

(2) エアコン、スポットクーラー設置状況について

(3) 市内小中学校トイレ洋式化の進捗状況について

(4) 学びの多様化学校について

質問の要点：① 長期休暇期間を統一できていないため、給食を提供できなくな

る学校について教育委員会はどのように考えているか。

② 市内小中学校の設置状況はどうなっているか

③ 市内小中学校の水洗トイレの洋式化の状況はどうなっているか

④ 現状、不登校生の受け入れ体制はどのようになっているのか、

現状の受け入れ体制に不備はあるのか。

⑤ 学びの多様化学校について詳細を説明して欲しい。

【答弁概略】

１．教育行政について

① 長期休暇期間を統一できていないため、給食を提供できなくなる学校につい

て教育委員会はどのように考えているか。

学校の長期休業期間につきましては、「むつ市立小学校及び中学校の管理運営

に関する規則」第３条に定められており、夏季休業日は７月２２日から８月２３

日まで、冬季休業日は１２月２４日から１月１４日までとなっております。

ただし、校長が教育上必要があると認める場合には、あらかじめ教育委員会に

届出をすることにより、別に定めることができることとなっております。

（再質問）日にちを統一して、一斉に始業式、終業式を行うことは可能なのか。

繰り返しの答弁となりますが、休業日等は規則により統一して定められており
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ます。

校長が教育上必要があると認める場合には、あらかじめ教育委員会に届出をす

ることにより、別に定めることができることとなっており、届出を行い、規則と

は異なる休業日としている学校もございます。

（再質問）防災食育センターでは、少人数には対応できないのか。

防災食育センターでは、調理能力を３，５００食とする大量調理を前提とした

全自動の機器や設備等を導入しているため、少量調理を行った場合、温度設定や

調理時間のばらつきが生じ、安定した品質の給食の提供が困難となることから、

最小調理数を１，０００食としております。

（再質問）これまで自校式では対応できたものが、できなくなってしまう状態に

不便を感じているのではないかと思う。日にちを統一するべきと思うが

考えを伺う。

繰り返しの答弁となりますが、規則により休業日等は定められており、校長の

判断で届出をすることにより変更することができる規則となっております。

実際、地域の祭りの関係で夏休みを短縮したり、修学旅行の関係で変更してい

る学校がございます。

教育委員会では、学校の自主性を重んじておりますので、各校長におかれまし

ては、給食の提供も含めて総合的に御判断いただきたいと考えております。

なお、防災食育センターでの対応につきましては、昨年度中に校長会等におい

て御説明申し上げ、本年度の休業日を御判断いただいております。

② 市内小中学校の設置状況はどうなっているか。

市内小中学校のエアコンの設置状況につきましては、普通教室、特別支援教室、

保健室、職員室、校長室、事務室及び用務員室についていて、本年６月までに全

ての学校で設置が完了しており、快適な学習環境が提供されております。

なお、エアコンの設置が整うまでに普通教室等で利用しておりましたスポット

クーラーにつきましては、順次、特別教室へ移設する計画としております。

（再質問）特別教室へのエアコン、スポットクーラーの設置状況は。

特別教室のエアコンの設置につきましては、ルームエアコンが設置されている

のはパソコンルームが７校、図書室と多目的室が１校、給食室が３校、体育館ミ

ーティングルームが１校となっております。

なお、スポットクーラーにつきましては、各校から希望を確認して移設するこ

ととしており、今年度中に完了する予定となっております。

（再質問）これまでの整備において、不具合や意見等は何かあったか。

設置したエアコンの中には、電源が入らない不具合が数件ありましたが、初期

不良としてすぐに新しい機器と交換し、支障が出ないように対応しております。

寄せられた意見といたしましては、エアコン設置への感謝の声がほとんどです

が、エアコンを設置していない廊下や特別教室が暑く感じるという御意見をいた
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だいております。

（再質問）暑さ対策への現場からの声等は、どのようなものがあったのか。また

今後新たな対策等は検討しているのか。

学校からの意見としては、エアコン設置への感謝の声がほとんどですが、エア

コンを設置していない廊下や特別教室が暑く感じるという意見もいただいており

ます。

今年度は従来から学校に配置している扇風機を活用して暑さをしのいでいただ

きましたが、特別教室につきましては、今年度中にスポットクーラーを設置する

予定でおりますので、次年度につきましては、今年度以上に快適に学習に取り組

めるのではないかと考えております。

（再質問）体育館へのエアコンの設置等の計画はあるのか。

具体的な計画はございませんが、防災の観点から文部科学省でも避難所となる

学校施設の防災力強化を推進しており、学校体育館への空調整備を加速させる方

針を打ち出しておりますので、教育委員会といたしましても調査研究を進めてま

いりたいと考えております。

③ 市内小中学校の水洗トイレの洋式化の状況はどうなっているか。

市内小中学校のトイレ洋式化につきましては、令和６年度までに小学校５校、

中学校４校の合計９校の様式化が完了しております。

今年度は工事の設計をしており、残りの学校も順次整備していく方針としてお

ります。

（再質問）全国、青森県の状況と当市の整備状況は

文部科学省が令和５年９月に公表した全国のトイレ洋式化の状況によります

と、公立小中学校における洋便器率は全国が６８．３％、青森県が６８．４％、

むつ市が３９．７％でしたが、本年９月現在のむつ市の洋便器率は６３．８％と

なっております。

なお、教育委員会といたしましては、今後、全ての小中学校のトイレを洋式化

していく方針としております。

④ 現状、不登校生の受け入れ体制はどのようになっているのか。現状の受け入

れ体制に不備はあるのか。

⑤ 学びの多様化学校について詳細を説明して欲しい。

こども達への支援の現状についてでありますが、市内全ての小・中学校におい

て、学校の中のもう一つの居場所として校内教育支援センターを設置し、教室と

は別の場所でエネルギーを蓄えたり、気持ちを落ち着かせたりできるよう支援を

行っております。

また、学校とは別に、教育研修センター内にむつ市教育支援センターを開設し、

学校復帰を目指した不登校支援を行っております。現在３９人の小・中学生が登

録しており、１日平均１０人程度が利用し、学校復帰に向けてエネルギーを蓄え
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られるよう多様な支援を行っております。

加えて、むつ市教育支援センターでの教育相談を充実させ、むつ市内の各学校

と通室生や教育相談について情報共有するなどアウトリーチ支援を行っているほ

か、学校や相談機関とつながっていない児童生徒を対象にメタバースによる不登

校支援を重層的に展開しております。

一方で、こうした支援とは別に、「少人数で学びたい」「自分のペースでゆっ

くり学びたい」といったニーズも高まっており、当市においても学びの多様化学

校の開校を望む声が寄せられております。

そのため、こども達のもう一つの選択肢が必要であると考え、学びの多様化学

校の設置に至ったものであり、同校におきましては、１対１の個別学習から始め

る。一日４時間授業である。行事等をこども達と共に考える。等の柔軟な教育活

動が想定されております。

教育委員会といたしましては、学びの多様化学校の設置を含め、誰一人取り残

さない支援と教育環境の整備に努めてまいりますので、御理解を賜りますようお

願い申し上げます。

（再質問）市民から「学びの多様化学校」のような要望があったのか。義務教育

では新しい形態であり、もっと議論すべきではないか。市民の理解は進

んでいるのか。

不登校児童生徒への支援に関する御要望や御意見は、これまでにも多くの保護

者の方々から寄せられており、学びの選択肢を広げてほしいという声もいただい

ております。

また、「学びの多様化学校」は県内に前例のない新たな取組であり、十分な議

論と市民の皆様の御理解が不可欠であることから、有職者による学びの多様化学

校設置検討委員会を立ち上げ、現在も議論を重ねているところでございます。併

せて、令和７年度末より、随時説明会を開催し、丁寧な情報提供と意見交換を通

じて、市民の皆様への周知と理解の促進に努めてまいります。

（再質問）専門のスタッフが必要になると思うが、確保できる見込みはあるのか。

箱は立派だが専門のスタッフが揃わないでは意味がないのではないか。

学びの多様化学校には、現在の小・中学校と同様に県教育委員会が教職員を配

置することとなります。不登校児童生徒の支援には、より専門性が求められると

認識しており、人事につきましては県教育委員会の所轄でありますが、市教育委

員会といたしましても県教育委員会と連携しながら適切な教職員の配置に努める

とともに、教員への研修を進め、ハード面の整備に加え、ソフト面の充実にも努

めてまいります。

（再質問）再来年４月開校を考慮するとこうなるのかもしれないが、４月を考え

るのであれば、９月議会に提案すれば良かったのになぜできなかったの

か。原因は何か。スケジュール管理がきちんとできていないと４月開校

は無理となる。開校までの全体スケジュールがどのような計画になって

いるのか詳細について
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奥内小学校に学びの多様化学校を設置することを決定した経緯につきまして

は、まず本年３月１２日に開催いたしました第２５回むつ市総合教育会議におい

て、不登校支援の取組として学びの多様化学校の設置を検討する方針を決定いた

しました。

次に、５月２９日開催の第７７９回教育委員会会議において、検討状況や方針

を説明し、６月２日には市長の定例記者会見において設置に向けた取組を発表し

ております。

その後、６月２４日には奥内小学校閉校後の校舎利活用について奥内地区で地

域説明会を開催し、地域の皆様から御理解をいただいたものと認識しております。

以上を踏まえ、９月２５日開催の第７８２回教育委員会会議において、閉校後

の奥内小学校校舎を活用し、学びの多様化学校を設置することを承認いただいて

おります。

学びの多様化学校整備事業につきましては、当初本定例会への御提案を予定し

ておりましたが、本年１０月に臨時会が開催されたことから前倒しで御提案させ

ていただいたところでございます。

今後のスケジュールにつきましては、今年度末に文部科学省への申請を行い、

来春には各種説明会、夏には体験入学を予定しております。今後におきましても、

４月開校に向けて着実に準備を進めてまいります。

（再質問）４月開校にこだわる理由があるのか。夏休みが終わってからとかでも

良いのではないかと思うが。

現在、令和９年度の開校に向けて準備を進めており、文部科学省による開校決

定は令和８年度末になるものと考えております。公立の学校ですので、教職員の

配置は４月１日付けとなりますが、入学式につきましては、市内の小中学校より

も１週間から２週間程度遅らせ、配置された教職員の研修を十分に行ったうえで、

児童生徒を迎え入れる予定としております。

（再質問）そもそも４月にしか受け入れできないのか。通年で受け入れ可能なの

か。

学びの多様化学校につきましては、開校初年度となる令和９年度につきまして

は、４月の転入学を基本とし、開校に合わせた円滑な登校が可能となるよう令和

８年度中に準備を進めてまいります。

次に転学につきましては随時可能でありますが、面談や体験入学が必要であり、

転学がふさわしいかの判定も行わせていただくことから、そのタイミングにつき

ましては現在検討中となっております。

（再質問）生徒数、学校規模、定員等はどう考えているのか。たくさんのこども

達が入学を希望した場合、どのように調整するのか。

本校は、市内の不登校児童生徒を対象とし、小・中学生が共に学ぶことができ

る小中併置校として設置することとしております。学校規模につきましては、小

学校は１クラス８人の３学級、中学校は１クラス１０人の３学級の計６学級５４

人程度を想定しており、少人数によるきめ細かな支援が可能となるよう配慮して
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おります。

また、少人数での学びを実現するため、本校へ転学する児童生徒につきまして

は、面談や体験入学を丁寧に実施し、本人及び保護者の意向を十分に確認した上

で、教育委員会内に協議・判定を行う機関を設置し、より適切に転入学の可否を

判断することを検討しております。

（再質問）利用する方は限定的だが、運営費は税金である。経費、市の負担につ

いて詳細に説明すべきであると思うが。

本校の対象となる児童生徒は少数ではありますが、当市では「こどもまんなか

社会」の実現を掲げており、その具現化に向けて、誰一人取り残さない多様な学

びの場の提供を推進してまいります。財政負担につきましては、開校にあたり交

付金の活用などにより一般財源の負担軽減を図るとともに、持続可能な取組とし

て不登校支援に活用できる基金について、本定例会に御提案させていただいてお

ります。今後も市の財政負担の抑制に努めてまいりますので御理解を賜りたいと

存じます。

（再質問）運営上の課題は整理されているのか。検討委員会で現在何が検討され

ているのか。数回だけの検討委員会で議論は尽くされるのか。時間はど

の程度費やしているのか。

現在、学びの多様化学校設置検討委員会では、本校の教育課程を中心に検討を

進めていただいております。これまで事前に資料を送付し、あらかじめ検討議題

を共有した上で２回２時間ずつ開催しており、在籍校に通えず悩んでいるこども

達が、どのようにすれば学びの多様化学校で力を伸ばせるのか、どのようなカリ

キュラムで実施するのが適切かについて議論しております。

１２月中旬には３回目の会議を開催し、必要に応じて委員から個別に意見を伺

うなどしており、十分に議論を深めることができていると認識しております。

また、令和８年度においても、３回程度の開催を予定しております。

（再質問）実施設計の予算は検討委員会等の意見が反映されているか。

設置検討委員会では、主に「学びの多様化学校における教育課程のテーマ」を

中心に議論しております。その他、こども達が通いやすい環境整備などについて

も御意見を伺っており、実施設計に取り入れさせていただいております。

（再質問）建設の総予算はいくらになるのか。財源はあるのか。既存の学校をそ

のまま使えないのか。改修する必要があるのか。

建設費につきましては、実施設計において算出されるものでありますが、概ね

１億４千万円程度を想定しております。

財源につきましては、文部科学省の学校施設環境改善交付金のほか起債を活用

し、自主財源の抑制に努めます。

奥内小学校校舎は平成１３年の完成後、２４年が経過しており、照明器具のＬ

ＥＤ化、トイレ洋式化のほか、ルームエアコンの追加など必要最小限の工事を予

定しております。
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（再質問）教育研修センターも改修している。なぜ同時進行しなければいけない

のか。センターの改修が済んでからでよいのではないか。

不登校児童生徒の数は年々増加し、不登校支援は喫緊の課題であり、早急な対

応が求められている状況にございます。教育支援センターは、在籍校への復帰を

目指す児童生徒を支援する施設であるのに対し、学びの多様化学校は、少人数で

あれば通うことができる、もう一つの学びの選択肢を提供するものであり、それ

ぞれ異なる役割を担っております。こうした多様なニーズに応えるため、両施設

の整備を同時に進めることで、不登校支援をより重層的かつ効果的に行い、誰ひ

とり取り残さない教育環境の実現を図ってまいりたいと考えておりますので、御

理解を賜りたいと存じます。

質 問 者 １番 佐 藤 武 議員

質 問 事 項：２．教育行政について

(1) 教職員の勤務実態と教職希望者の減少や病気休暇取得者増の原

因について

(2) 不登校の実態、不登校の原因と対策について

質問の要点：① 青年の教員希望者減少と病気休暇取得者が増えていると思って

いるが、むつ市での現状は。また、どのように考えているか。

② 不登校児童生徒数（３年間）

③ 原因として考えられること、どのような対策をとってきたか。

【答弁概略】

２．教育行政について

① 青年の教員希望者減少と病気休暇取得者が増えていると思っているが、むつ

市での現状は。また、どのように考えているか。

時間外在校等時間の推移でありますが、小学校では、令和４年度３７．４時間、

令和５年度３７．３時間、令和６年度３５．４時間となっており、中学校では、

令和４年度７３．６時間。令和５年度５８．１時間、令和６年度４６．７時間と

なっております。

また、病気休暇取得者及び休職者の状況でありますが、令和４年度１６名、令

和５年度２２名、令和６年度１３名であり、そのうち精神性疾患を原因とする休

暇取得者及び休職者は令和４年度７名、令和５年度９名、令和６年度５名となっ

ております。

次に、教員希望者減少と病気休暇取得者が増えていることに対する受け止めで

ありますが、市として教員採用を行っていないため全国的な傾向への所感となり

ますが、全国平均では平成１２年をピークに教員志望者は年々減少しており、令

和６年度採用では小学校は２．２倍、中学校では４．０倍、青森県においては、

令和８年度採用の試験において、小学校１．２倍、中学校２．５倍となっており、

教員志望者は減少しているものと理解しております。また、その要因については

様々あるかと思いますが、教師としてのやりがいや他の職業では得がたい貴重な

経験といったプラスの要因に比べ、労働時間の長さ、休みの取りにくさや多様化

する児童生徒や保護者への対応の大変さといったマイナスイメージが大きいので
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はないかと推察しております。

また、病気休暇取得者についてでありますが、当市においては、増えている状

況にはないことから、これも全国的な傾向についての所感となりますが、令和５

年度の公立学校教職員の人事行政状況調査によりますと、精神疾患による病気休

職者は７，１１９人で、前年度から５８０人増加しており、その要因としては、

児童生徒に対する指導に関すること、職場の対人関係、校務分掌や調査対応等の

事務的な業務に関することが多く挙げられていることから、そのようなことが原

因であると受け止めております。

（再質問）むつ市の平均時間外在校等時間で計算すると、（残業代があれば）月

額いくらになるか。

教員に関しましては、教職調整額があり残業代という考えがないこと、また、

給与等の支払いは県教育委員会の所管であることから回答は差し控えさせていた

だきます。

（再質問）給特法で超勤限定４項目が認められているが、授業研究、教材研究、

テストの採点、提出物やノートの点検、生徒指導、部活動、保護者対応、

学級通信づくりなどは教員による「自主的・自発的な労働」なのか。

勤務時間外に行われるものについては、現行法上、そのように区分されている

と理解しております。しかしながら、教育環境、勤務環境改善のため、国におけ

る幅広い議論の中で、現在の教育現場の実情に即した環境になることを望んでお

ります。また、教育委員会といたしましては、教職員の働き方改革を進め、時間

外在校等時間の縮減に取り組んでおりますので御理解を賜りたいと存じます。

② 不登校児童生徒数（３年間）

③ 原因として考えられること、どのような対策をとってきたか。

直近３年間において、病気や経済的理由を除き、年間３０日以上欠席した市内

の児童生徒数は、令和４年度９６名、令和５年度１４８名、令和６年度１６１名

と年々増加しております。

不登校の要因につきましては、県教育委員会では、児童生徒の「登校」に対す

る意識の変化があると分析しているものの、不登校の要因は多岐に渡り複雑に絡

み合っていることから、市教育委員会といたしましては、要因の特定に終始する

のではなく、学校復帰に向けてどのように支援していくかを重視しております。

市内小・中学校においては、すべての学校で校内教育支援センターを設置し、

現に不登校の状態にある児童生徒に支援を行っているほか、新たな不登校を生ま

ない魅力ある学校づくりに日々取り組んでいるところであります。

教育委員会といたしましても、むつ市教育支援センターにおける、教育相談や

社会的自立を目指した支援を通して、児童生徒とその保護者及び学校への支援の

充実に努めているところでございます。

加えて、本年度は特に学校や相談機関とつながっていない児童生徒を対象に、

メタバース空間を活用した不登校支援を新たに実施しております。更には、少人

数なら学校に通うことができる児童生徒を対象とした学びの多様化学校の開校を
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令和９年度に計画しております。

教育委員会といたしましては、市内すべての児童生徒とつながり、どの子にも

多様な学びの場を保障できるよう努めてまいりますので、御理解を賜りたいと存

じます。

（再質問）「子どもの権利条約」で、こどもは「保護の対象」ではなく「権利の

主体」であると規定している。こどもにも人間としての人権があること

が十分保障されていると考えるか。

「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）」は、１９８９年１１月２２

日に国連総会で採択され、日本は１９９０年９月２１日に署名、１９９４年４月

２２日に批准しております。この条約は、世界の多くのこども（１８歳未満）が、

今日なお、飢え、貧困等の困難な状況に置かれている状況に鑑み、世界的な観点

からこどもの人権の尊重、保護の促進を目指したものであります。

学校教育においては、もとより、こどもの人権に十分配慮し、一人ひとりを大

切にした教育が行われなければならないことは極めて当然なことであり、日本で

は、１９９４年５月２２日に本条約が発効されたことを契機に、さらに一層、教

育の充実が図られてきたことと理解しております。

今後も、こどもが人格を保った一人の人間として尊重されなければならないこ

とについて、教育活動全体を通じて、こども、保護者、教職員等の理解を深めて

まいりたいと考えております。

（再質問）国連子どもの権利委員会の勧告で是正を求められている競争的でなく

のびのびしたこども時代を享受できるために、いじめ防止対策強化、ス

トレスの多い学校環境、過度な競争的システムからの解放を求めている

が現状をどうとらえているか。

国連子どもの権利委員会は、２０１９年に日本に対し、「いじめ防止対策推進

法に基づく効果的ないじめ対策、並びに学校におけるいじめを防止するための反

いじめプログラムおよびキャンペーンを実施すること」、「ストレスの多い学校

環境（過度に競争的なシステムを含む）からこどもを解放するための措置を強化

すること」を勧告しております。

教育委員会におきましても、２０１３年に制定されたいじめ対策推進法に基づ

き、「むつ市いじめ防止基本方針」を作成し、市内すべての小・中学校でも「学

校いじめ防止基本方針」を定め、組織的にいじめ防止対策に取り組んでおります。

また、今年度はむつ市こども議会において、こども議員の話し合いで「むつ市中

学生いじめ防止宣言書」を制定するなど、こども主体のいじめ防止への取組が推

進されております。

また、各小・中学校では、日常的な観察や定期的なアンケートによって、こど

もの不安や悩み、ストレスを把握しながら教育相談やスクールカウンセラーの活

用を通して一人ひとりに寄り添った対応を行っております。

そして、学校現場において過度に競争的なシステムは、こどもの学校への不適

応や学習意欲の低下につながるものと考えております。教育委員会では、各学校

にこどもに寄り添った魅力ある学校づくりを求めておりますので、御理解を賜り
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たいと存じます。

２．議案審議 １２月１２日（金）

教育委員会関係

議案第９４号 令和７年度むつ市一般会計補正予算

人件費の増額補正を計上。

⇒１２月１２日（金） 原案可決

議案審議 １２月１９日（金）

教育委員会関係

議案第９６号 令和７年度むつ市一般会計補正予算

災害復旧費において、小学校災害復旧事業費、中学校災害復

旧事業費、図書館施設災害復旧事業費の増額補正を計上。

⇒１２月１９日（金） 原案可決

３．付託議案審議 １２月１９日（金）

教育委員会関係

議案第７０号 むつ市子ども夢育成基金条例の一部を改正する条例

⇒１２月１９日（金） 原案可決

議案第７１号 むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例

⇒１２月１９日（金） 原案可決
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報告第２号

むつ市議会第１７０回臨時会報告

会期：１月９日（金）

１．議案審議 １月９日（金）

教育委員会関係

議案第１号 令和７年度むつ市一般会計補正予算

小学校災害復旧事業費、中学校災害復旧事業費を計上。

⇒１月９日（金） 原案可決
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報告第３号

市指定文化財「一ノ谷屋島合戦図屏風」の修復について

むつ市指定有形文化財「一ノ谷屋島合戦図屏風」の所有者である常念寺より、令

和７年１２月７日付けで修理届が提出されたため、今後、令和８年度より３ヶ年で

修復を行う予定であることを報告するものであります。

●修復予定の文化財名称及び員数

一ノ谷屋島合戦図屏風 ６曲１双

●修復内容

専門業者に修復業務を委託し、抜本的な解体修理を行う。クリーニング、絵具

の剥落止め、欠損部の補修、下地骨や表装部材の新調等を実施、根本的な資料の

安定化を目指す。

●修復の必要性

経年劣化により、絵具の剥落、紙の欠失や破れ、表装具の破損、下地骨の歪み

等が認められる。これらが進行性の損傷であるため、早急に抜本的な解体修理が

必要である。

●修復業者

（株）修護（東京都） 国宝修理装潢師連盟に加盟

●修復予定期間

令和８年５月から令和１１年３月

●これまでの経緯

令和６年５月に（株）修護による調査を受け、抜本的な解体修理が必要と診断

された。その後、令和７年１月に近世絵画の専門家である大分県立美術館の田沢

裕賀館長や、名古屋城調査研究センターの朝日美砂子学芸員（当時）にも調査し

ていただき、改めて修復の必要性を確認していただいた。
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